
                  特 記 仕 様 書 

 
第１条 適用範囲 
 １） この特記仕様書は、山梨県県土整備部 土木工事共通仕様書(以下「共通仕様書」と

いう。)でいう特記仕様書で、『市道等除草業務委託』に適用する。 
２）この業務の一般的事項は、共通仕様書によるものとする。 
３）本業務の実施にあたり特記仕様書に明示なき事項については、共通仕様書、現場     

    説明事項及び協議（打合せ）書によるものとする。 
 
 
第２条 疑義等 
   この特記仕様書に記載のない事項及び本業務実施にあたり疑義が生じた場合には、請

負者は監督員と協議し、その指示に従わなければならない。 
 
 
第３条 履行期限 
   履行期限は契約書に基づくものとする。 
 
 
第４条 業務範囲及び内容 
   本業務の範囲は、笛吹市内の市道、赤道、道路側溝および水路、準用河川等の 71,300

㎡とし別添の箇所とする。農道及び、農業用水路は除く。なお、路線範囲、実施時期に
ついては監督員と協議し実施することとする。業務範囲の測定については、写真、図面
を用いて現場を確認する。 
本業務は工期内において、監督員の指示のもと草刈機（片掛け式・ハンドガイド式）

により除草作業を行い、処分を行う。処分場所は処分費の減免が可能な甲府・峡東クリ
ーンセンター（笛吹市境川町寺尾 1440-1）とし除草した草等の処理の都度、打合簿にて
伝票の写しを提出する。 
本業務の進捗状況及び業務計画を毎月末に提出し、上記に寄りがたい場合は監督員と

協議すること。なお、除草作業に伴い発生した土砂等は自由処分とする。 
 
 
第５条 施工計画書の作成 

施工に先立ち作成する施工計画書は、現場着工前（３０日以内）までに提出すること。 
記載項目については、共通仕様書によるものとするが、５００万円以下の軽微な工事

の場合においては、監督員と協議の上記載事項の一部を省略することができるものとす
る。その際、緊急時の体制及び対応については、休日であっても不測の事態に対応でき
るよう連絡先を明記すること。 

 
    
第６条 現場管理 
    請負者は、業務の実施にあたっては次の事項を遵守するものとする。 
 １）積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 
  ２）さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 
  ３）過積載車輌、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受けるなど過積     
      載を助長することのないようにすること。 
  ４）取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車     
    等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講じること。 
 
 
第７条 安全・訓練等の実施  

 本業務の実施に際し、現場に即した安全・訓練等について、業務着手後、原則として



作業員全員の参加により月当たり半日（４時間）以上の時間を割り当て、下記の項目か
ら実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。 

  １）安全活動のビデオ等の視覚資料による安全教育 
 ２）本業務内容等の周知徹底 
  ３）土木工事安全施工技術指針等の周知徹底 
  ４）本業務における災害対策訓練 
  ５）本業務で予想される事故対策 
  ６）その他、安全・訓練等として必要な事項 

 
 
第８条 業務の下請負 
   請負業務の一部をやむを得ず下請負に附した場合には、その金額にかかわらず施工体制
台帳を作成し、その写しを発注者に提出すること。その場合には、施工体系図の写しも合
わせて提出すること。施工体系図には、下請け契約にあたらない資材等の運搬や輸送、交
通誘導警備員等についても可能な限り記載すること。 

 
 
第９条 他工事との調整 
  本業務と他工事が競合等する場合は、双方に支障が出ないよう他工事の請負者との連絡
を密にし、十分な調整を行い施工することとする。 

 
 
第１０条 業務中の交通及び保安設備 
   本業務に際しては、道路工事交通保安施設設置基準（山梨県県土整備部、令和 6年 2月）
Ａ型又は C型標準図により交通誘導警備員及び保安施設を配置するものとする。 
必要に応じ保安用の夜間照明設備を設置する等、十分な危険防止対策を施すこと。 

   また、業務区域内での車両の運行及び歩行者の通行に際しては、通行の誘導、路面の補
修に努める等、交通及び保安上十分な措置を講じること。 

 
①本業務において一般車両通行に支障が生じる期間は概ね 15日間、交通誘導警備員の配置 
人数は 2 人／日とする。 
②交通誘導期間 計 30名を計上する。 
ただし、交通管理者等との協議条件など社会的要件、現地精査に基づき配置人員等の変更
が必要になった場合は、監督員と協議するものとする。 

 
 
第１１条 排出ｶﾞｽ対策型建設機械および低騒音型建設機械の原則使用 
  排出ｶﾞｽ対策型建設機械あるいは、排出ｶﾞｽ浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、
および指定された低騒音型建設機械を使用する場合には、施工現場において使用する機械
の写真撮影を行い提出するものとする。なお、指定機械であることを識別するﾗﾍﾞﾙが添付
されているので、確認できるように撮影し、監督員に提出するものとする。 

 
 
第１２条 留意事項 
  １）施工の際は安全施設等十分設置し、近隣耕作者及び道路利用者の交通安全に十分注意

すること。 
 ２）業務で発生する騒音や振動、沿道の取り付け、排水、雨水処理等による苦情が発生し

ないよう努めること。 
 ３）監督員との協議、段階確認等には協議書等を提出し、図面や数値等でその内容がわか

るよう参考資料を添付したうえで２部提出すること。 
 ４）設計内容にかかわる物はもちろん協議打合せに関する事項は、すべて〔打合簿〕によ

りそのつど処理するものとし、了解・承諾のある前に施工した場合は、受注者の責任



により行うこと。 
 ５）労働安全衛生規則により、労働基準監督署に届けの必要がある場合はその写しを施工

計画書に添付すること。 
 ６）受注者は、業務着工前には周辺の地権者・耕作者・役員等立会いのうえ、民地との境

界確認、施工方法・施工期間等を説明しトラブルの無いよう施工すること。 
 ７）変更に関する協議の行われていない事項に関しては、請負金額の変更は行わないもの

とする。（工事請負契約における設計変更ガイドライン(平成 30 年 6月)による） 
 
 
第１３条 その他 
１）適用工種は『道路維持工事』とする。 

 ２）施工地域区分については『補正無し』とする。 
 ３）本工事の単価適用年版は、『令和７年４月１日基準』とする。 

 その他疑義が生じた場合は監督員と協議すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



※　除草予定場所に年2回又は3回の記載がある現場については業務期間中2回又は3回の除草を行う

通し番号 管理番号 除草予定場所 市道名
肩掛式除草(集草あり)

面積（㎡）
肩掛式除草（集草なし）

面積（㎡）
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（集草あり）

除草面積（㎡）
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（集草なし）

除草面積（㎡）

1 2 石和町四日市場地内（笛吹川左岸法面占用箇所）　年2回　 1462号線 600

2 3 石和町小石和渋川周辺  年2回 1526号線 2,000

3 6 石和町唐柏地内　年2回 2-16号線 2,000

4 7 新恵比寿橋周辺　年2回 1-12号線 650

5 10 一宮町一ノ宮地内 1-19号線 400

6 12 一宮町北都塚　御手洗川右岸　 3034号線 400

7 13 八代町南～八代町増利（中央道側道）　年2回 1-32号 4,000

8 14 八代町増利（下浅川橋付近） 4507号線 400

9 15 境川町前間田地内 1-20号線 400

10 16 境川町三椚～大坪交差点 1-35号線 1,900

11 17 中央道一宮御坂IC周辺　年2回
3107、3108
3109号線

3,500

12 18 日川（上矢作）側道　年2回
3245号線
3277号線

2,400

13 19 塩田金沢線　年2回 1-22号線 1,400 600

14 20 直進道植樹帯　年3回 1-27号線 4,500

15 21 浅川付近歩道等（米倉橋～増利橋）　年2回 1-34号線 3,000

16 22 八代中央道側道（北側）　年2回
4004、4289、4297
4339、4519号線 4,000

17 23 境川中央道側道（南北）　年2回
2-21、5106
5232号線

3,500

18 24 一之沢大橋～四ツ沢大橋 5412号線 1,600

19 25 旧137号線歩道 年2回 1-40号線 4,600

20 26 金刀比羅橋付近 5242号線 800

21 27 黒沢橋付近 1-20号線 850

22 28 境川支所付近植樹帯 1-37号線 900

23 ④ 西川河川内（八田地内・石岡橋～ホテル八田前） 1051,1052号線 500

24 ⑤ 市道1033号線（石和松本　平等川左岸） 1033号線 500

25 ⑥ 新恵比寿橋～大黒橋 2,000

26 ⑦ 跨線橋下 200

27 ⑧ ゴルフ場外周道路 11,000

28 ⑨ 長谷寺参道 800

29 ⑩ 西関東道路側道（＋ゴルフ場方面） 1,500

30 ⑪ ライフピアマンション北側桜並木 200

31 ⑫ 中央道一宮側道

3110、3332、
3098、3099、
3095、1-21、
3157、3166、
3158、3198、3349
号線

5,000

32 ⑬ 一宮支所前 500

33 ⑭ ふるさと公園周辺道路 300

34 ⑮ けいりんバイパス横　３箇所 400

35 ⑯ 板額坂交差点付近 1,000

36 ⑰ 県道大坪交差点河川側 400

37 ⑱ 境川スポーツセンター付近 300

38 ⑲ 境川リニア施設周辺 600

39 ⑳ みやさか道一之沢大橋東付近 600

40 ㉒ 市道6390号線 100

41 ㉓ 国道20号線付近2箇所 200

42 ㉔ 市道2-46号線(笛吹市川三郷線～みやさか道) 800

計 52,800 17,300 600 600

面積合計（㎡） 71,300

肩掛式除草（㎡） ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（㎡）

70,100 1,200

業務名：市道等除草業務委託

業務期間：契約締結日翌日から令和8年3月2日
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